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令和７年度(追加年度)
入札参加資格審査申請の手引き

目　次

不備・不足書類の提出方法

入札参加審査申請期間における変更届の提出について

《問合せ先》

　《書類送付先》

　　　　　　　　※変更届書類提出用

　※登録業者番号・受付番号の電話での照会はおこなっておりません。
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　　　　を除き取得できなくなっています(詳しくは、国土交通省等のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください)ので、国土交通大臣
　　　　許可を取得されているかたで、建設工事を登録される場合の建設業許可証明書の取扱いを下記①または
　　　　②のとおりとします。

　　　　　なお、「建設業の許可についての通知書」は不可です。

　　　     した登録状況画面(「建設業者の詳細情報」）を提出。

 

      （保険証）を用いる際、被保険者等記号・番号及び保険者番号の提供を求めることが禁止されました。

※必ずお読みください。

　　　　　　　　　　　国土交通大臣許可の建設業許可証明書の取扱いについて

　　　②　国土交通省の「建設業者･宅建業者等企業情報検索ｼｽﾃﾑ」より、(令和6年9月21日以降に印刷

　　　市内業者の方で従業員名簿を提出する際の①雇用関係を証する公的機関の証明書の写しとして、

　　　①　各地方整備局長等が発行する建設業許可証明書(令和6年9月21日以降に証明されたもの）を提出。

申請時の留意事項

　　　　　令和２年４月１日から、国土交通省の各地方整備局等で発行されていた建設業許可証明書が一部の場合

　　　(黒塗り)して提出してください。

       なお、当該箇所にマスキングを行わずに提出された場合でも書類は受け付けますが、

       貝塚市において当該箇所にマスキングを行いますのであらかじめ御了承ください。

健康保険証の写しを提出される場合のマスキング(黒塗り)について

　　　令和2年10月1日より、健康保険法等の改正により本人確認(雇用確認)のために医療保険の被保険者証

　　　被保険者証の写しを添付する際には、下図のとおり、被保険者等記号・番号及び保険者番号をマスキング

　　     ※知事許可の場合は、建設業許可証明書 もしくは 上記②を取得し、提出してください。

＜手 順＞

●検索ｼｽﾃﾑはこちら ⇒ https://etsuran２.mlit.go.jp/TAKKEN/

①ｼｽﾃﾑの「建設業者」をｸﾘｯｸ。

②自社情報を検索。

③右上のPDFﾎﾞﾀﾝでPDF画面を開く。

④印刷(ここで印刷したものを提出してください)。
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 ・市内･市外業者の受付期間が異なりますので必ずご確認のうえ申請してください。

 ・不備･不足等がある場合は、受理をせずに一旦すべて返却します。再度ご確認のうえ改めてご提出ください。 

 ・期間経過後は一切受け付けません。すべての書類が完全に揃ってはじめて正式受付となります。

 ・担当者より申請内容について問い合わせすることがありますので、必ず控えも作成しお手元にお持ちください。

 ・質問等がある場合は、必ず添付している「入札参加資格審査申請　Ｑ＆Ａ」を熟読のうえお問い合わせください。

　令和７年度は入札参加資格審査申請の追加年度となるため、令和６･７年度(基準年度)に提出済みのかたは基本

　　　　　　新規申請用の書類作成要領及び提出書類総括表を熟読のうえ、書類をA4紙ﾌｧｲﾙに綴って申請

　　　　　　すでに「建設工事」を登録しているが、今回新たに「役務提供等」も登録したい等の場合は「令和７年度
　　　　　入札参加資格審査申請書 追加・抹消届(追加年度用)」の「ｱ.領域追加」欄に記入し、添付書類を添えて申請
　　　　　を行ってください(添付書類については、追加・抹消届の「添付書類」欄をご覧ください)。　

　　　　　　すでに登録している領域の中で新たな業種を追加したい場合(例:建設工事で「土木･建築」を登録して
　　　　　いるが、今回新たに「解体」を追加したい等)は、「令和７年度入札参加資格審査申請書 追加・抹消届(追加
　　　　　年度用)」の「ｲ.業種追加」欄に「追加したい業種」を記入し、添付書類を添えて申請を行ってください
　　　　　(添付書類については、追加・抹消届の「添付書類」欄をご覧ください)。

　　　　　　すでに登録している領域の業種を一部抹消したい場合(例:建設工事で「土木･建築」を登録しているが、
　　　　　「土木」を抹消したい等)は、「令和７年度入札参加資格審査申請書 追加・抹消届(追加年度用)」の
　　　　　「ｳ.業種抹消」欄に「抹消したい業種」を記入し、申請を行ってください(添付書類は必要ありません)。　

２．市内業者と市外業者について

市内業者　：貝塚市内の本店･支店･営業所等で登録するかた

市外業者　：上記以外のかた

　　４)　すでに登録している領域の業種抹消

　　　　　　なお、「業種抹消」については、年間を通じて随時受付を行っています。

※新規申請のかたは、A4紙ﾌｧｲﾙが必要ですが、それ以外の申請のかたは不要です。

　　３)　業種追加(すでに登録している領域の中で新たな業種を追加する場合)

令和７年度(追加年度)入札参加資格審査申請要項

   申請をするにあたっての注意事項

的には提出する必要はありません。令和６･７年度(基準年度)に申請できなかったかた、または令和７年度に新たな
領域や業種の追加を希望されるかたは、下記のとおり申請を行ってください。

１．追加年度で取扱う申請区分
　　１)　新規申請(現在本市に未登録のかた)

　　　　　してください。

　　２)　領域追加(すでにいずれかの領域で登録済みで、新たな領域を追加する場合)
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３．受付方法・期間

◆

４．資格要件
　　１)共通資格要件　次に掲げる条件をすべて満たしていること
　　　　　(1)地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しないこと。
　　　　　(2)法人税または所得税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
　　　　　(3)市内業者で申請登録する場合は、市税を滞納していないこと。
　　　　　(4)営業を行うために法令等の規定により、官公庁の許可または認可･登録等を必要とする業種にあっては、
　　　　　　当該許可･認可･登録等を受けていること。
　　　　　(5)会社更生法または民事再生法に基づき、更生手続き開始の申立てまたは再生手続き開始の申立てが
　　　　　　なされていないこと(更生計画または再生計画の認可がなされている場合を除く)。

　　２)建設工事にかかる追加要件
　　　　　(1)申請日において、建設業許可に基づく営業を継続して２年以上行っていること。
　　　　　(2)建設業法第３条第１項の許可を受け、同法第27条の23第２項に規定する経営事項の審査を受けており、
　　　　　　かつ同法第27条の29の規定に基づく総合評定値の通知を受けていること。
　　　　　(3)社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入していること。ただし、各保険について法令で
　　　　　　適用除外とされる事業者は除く。

　　３)上水道管工事にかかる資格要件
　　　　　貝塚市水道事業給水条例第９条の規定に基づく指定給水装置工事事業者の指定を受けている貝塚市内
　　　　　に本店をおく管工事事業者であること。

　　４)市内建設工事の申請区分
　　　　　(1)上水道に関する管工事(水道仮管や水道本管の布設工事等)の入札参加を希望するかたは、管工事
　　　　　　以外の入札に参加できません。

郵送
の場合

※簡易書留等必ず記録が残る方法で提出してください。
封筒の表面(宛名面)には、宛名ｼｰﾄを必ず貼付することとし、ﾒｰﾙ便等で宛名ｼｰﾄを貼付す
ることができない場合は、宛名ｼｰﾄと同内容を記入して送付してください。

窓口持参
の場合

窓口での受付は行いませんが、1月10日のみ、
窓口申請可とします。※窓口の受付は午前９時～
午前11時30分、午後１時～午後５時まで(時間厳守)

【受付場所】
　貝塚市役所　総務部　契約検査課
　(本庁舎４階)

【受付時間】
　午前９時～午前１１時３０分
　午後１時～午後４時
　※最終日は、午後５時まで(時間厳守)

【受付場所】
　貝塚市役所　総務部　契約検査課
　(本庁舎４階)

注意事項

・審査終了後に受付票を返信しますので、必ず返信用封筒(宛先記入、切手貼付済)をご用
意ください。
・市内業者のかたで窓口受付の場合は、できる限りその場で審査を行い、受付票をお渡しし
ます。窓口が混雑している場合は、受付票を預かり、審査後郵送にて返送しますので、念の
ため、返信用封筒(宛先記入、切手貼付済)もご用意をください。
・複数業者申請の場合でも1業者１封筒(返信用)が必要です。

※受付票が令和７年2月14日(金)までに届かない場合は、表紙に記載の《問合せ先》まで連
絡してください。

締切日時を過ぎると受付できないので早めの申請をお願いします。

受付期間 　令和６年12月20日(金)～令和７年1月10日(金) 令和７年１月14日(火)～令和７年1月24日(金)

受付方法
郵送のみ

※最終日は午後５時必着
郵送または、窓口持参

※最終日は午後５時必着

市外業者（右記以外のかた）
市内業者

（貝塚市内の本店･支店･営業所等で登録するかた）

4/26



　　　　　(2)上記(1)を除いた他の工事の入札参加を希望するかたは、上水道の管工事の入札に参加できません。
　　　　　なお、他の工事から上下水道管工事の申請区分に登録し直す場合は、一部の提出書類(提出書類総括表
　　　　　参照)も変わるためご注意ください。(上水道工事から別の区分に登録しなおす場合も同様）
　　　　　また、上記に係る変更については「変更届」が別途必要となります。(変更事項は「その他」欄に記載してくだ
　　　　　さい)

５．注意事項

　(1)令和７年度は入札参加資格審査申請の追加年度となるため、資格有効期間は、令和７年４月１日～

　　令和８年３月３１日までの１年間です。

　(2)１人の代表者または受任者は、別の会社の代表者または受任者を兼ねることはできません。

　　(代表者が同じ、または受任者が同じである複数の会社は登録できません。)

　(3)現在登録中のかたや今回申請されるかたでも、令和６年度中(令和７年３月３１日以前)に代表者名、住所等

　　現在登録している内容に変更が生じる場合は、入札参加資格審査申請書と併せて「令和６年度用変更届」

　　(法人登記の履歴事項全部証明書、印鑑証明書等の必要な添付書類を揃えて)の提出も必要になります。

　　※令和７年度(令和７年４月１日以降)に代表者名、住所等の内容に変更が生じる場合は、「令和７年度用

　　変更届」(法人登記の履歴事項全部証明書、印鑑証明書等の必要な添付書類を揃えて）をご提出ください。

　　(詳細は、「入札参加審査申請期間における変更届の提出について」を参照)

　　変更届は、紙ﾌｧｲﾙに綴らずﾎｯﾁｷｽまたはｸﾘｯﾌﾟで留め、入札参加資格審査申請書と一緒に提出してください。

　(4)申請後や年度途中での領域･業種の追加及び希望順位(物品のみ)の変更はできません。

　　追加･変更等される場合は、次回基準年度申請時に手続きを行ってください。

　(5)申請書等に記入する日付はすべて市外業者は令和６年12月20日以降、市内業者は令和７年1月14日以降の

　(6)証明書関係について市外業者は令和６年9月21日以降、市内業者は令和６年10月15日以降に証明された

ものに限ります。

　　　 (ただし、有効期間が明示されたもので、申請日に有効なものについてはこの限りではありません)。

　(7)資格審査に際し問合せや参考資料の提出を求めることがありますので、申請書の担当者欄には、この申請に関し

　　て対応できるかたを記入してください。

　(8)明白かつ軽微な誤字、脱字等の不備については、市担当者が修正させていただきますので、あらかじめご了承

　　ください。また、記入していただいた内容を正として受付しますので、記入間違い･記入漏れ等がないよう、

　　よく確認した上で提出してください。

　　※修正箇所があり再度の作成が難しい場合、修正ﾃｰﾌﾟ等を使用せずに訂正印(実印)を押印してください。

　(9)申請した内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出してください。提出がない場合は、入札等に

　　参加できません。また、年度途中に申請を取下げる場合も、変更届を提出してください。この場合、当該年度の

　　再申請はできません。

　(10)提出した申請書類の記入事項に相違のある場合は、入札参加資格を取消されても異議申立てはできません。

　(11)入札参加資格審査の結果、承認した場合は申請者を入札参加資格者として登録業者名簿に登載し、

　　４月上旬頃、本市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにて公表予定です。
　　なお、登録業者名簿には、申請者情報 ①登録業者番号、②会社名、③所在地、④代表者氏名、⑤電話番号
　　(受任者で登録をする場合は、受任者情報)を公表いたしますので、同意のうえ申請を行ってください。
　　名簿公表ﾍﾟｰｼﾞ : 貝塚市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内 【各課のご案内】→【総務部 契約検査課】
　　　　　　　　　　　　　　→【ﾒﾆｭｰ  令和７年度 登録業者名簿(工事･ｺﾝｻﾙ･役務･物品)】
　　　※現在の登録状況や業者番号をお知りになりたいかたもこちらからご確認していただけます。

６．提出書類に不足や不備があった場合について
　提出書類に不足や不備がある場合は、受付票に不備内容等を記入して返信しますので、速やかにご提出ください。
　再提出書類の最終締切日は、令和７年２月20日(木) 午後５時(必着)です。
　この期限までにすべての書類がそろわない場合は、申請が無効となりますのでご注意ください。
　※郵送する場合は、不達防止のため、必ず簡易書留等記録が残る方法でご提出ください(不達等により、再提出
　　 期限までに提出が確認できなかった場合は、申請が無効となる場合があります)。
　※再提出書類の受領確認が必要な場合は、不備不足書類のほか、①返信用封筒(宛先記入、切手貼付済)、
　 　②受付票(写し可)または受領書(任意様式)の３点を同封してください。

日付で記入してください。
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７．市内業者で窓口持参されるかたの受付場所について

　　持参申請の受付場所は、「本庁舎４階　契約検査課」です。お間違いのないようお願いします。

４階

契約検査課への経路

１階

契約検査課へお越しになる際、１階 西側のｴﾚﾍﾞｰﾀ・階段をご利用ください。
    ４階で東側と西側の通り抜けはできないためご注意ください。

こちら

新
庁
舎

西側のｴﾚﾍﾞｰﾀ・階段を利用

すると直接、契約検査課へ

行くことができます。

庁舎配置図

西側ｴﾚﾍﾞｰﾀ・階段は、こちら

東側のｴﾚﾍﾞｰﾀ・階段は、直接契約

検査課へは行くことができません。

※１階で西側へ移動してください。

西側のｴﾚﾍﾞｰﾀ・階段で４階

左手に契約検査課があり

ます。

西側ｴﾚﾍﾞｰﾀ・階段をご利

用ください。

西 側

東 側

西 側東 側

東 側
西 側
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市内業者

貝塚市内の本店･支店･営業所等で登録するかた
対象者

市外業者

右記以外のかた

【新規申請】書類作成要領

　【提出書類】
●【提出書類総括表】(以下「総括表」という。)に従って書類を整えてください。

●申請する領域欄に〇がある書類は必ず提出が必要です。ただし、複数領域を申請される場合は、

　 重複する書類(番号1～3、10～22)は1部で結構ですので、総括表欄外にある説明もご確認ください。

　 △の書類は、総括表右端説明･注意事項欄を確認の上、該当する場合のみ提出してください。

　【注意事項】

●申請書等に記入する日付および証明書関係の期限は下記のとおりです。

　ただし、証明書関係については有効期間が明示されたもので、申請日時点で有効なものについては

　この限りではありません。

　【申請書類のﾌｧｲﾘﾝｸﾞ要領】

申請書等に記載す
る日付

令和６年12月２０日以降 令和７年１月１４日以降

証明書関係の期限 令和６年９月２１日以降 令和６年１０月１５日以降

●受付票(複数の領域を申請する場合でも1枚のみ)は綴らず提出してください。

※登録先を領域別に分ける場合(例：建設工事は本店、役務提供等は支店で登録など)は、

　 申請書を別々とし、それぞれ別のＡ４紙ﾌｧｲﾙ(ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ不可) に綴じて提出してください。

　　　　例)建設工事と役務提供等の2つの領域で申請する場合は、書類番号1～3の後に、建設工事の

(1) 申請書類を1冊のＡ4紙ﾌｧｲﾙ(色指定無し･左2穴綴じ)にまとめて提出してください。

　　 綴り順やｲﾝﾃﾞｯｸｽの貼付については以下を参照し、必ず指定の順に綴ってください。

(2) ﾌｧｲﾙの表紙及び背表紙の下部には、商号又は名称を記入してください。

　　 法人区分は略して標記してください。例)　株式会社⇒（株）、有限会社⇒(有)

(3) 綴り順は総括表左端に記載の書類番号順(1～22)に従って書類を綴ってください。

★複数領域を申請する場合の綴り方　　※次ﾍﾟｰｼﾞの例示も併せてご覧ください。

　　①まず提出書類確認表、申請書(書類番号1・2)、従業員等一覧表(書類番号3)の順に綴ります。

　　②次に1つ目の領域に関する書類(書類番号4～9)の該当書類を番号順に綴った後、続けて2つ目の領域

　　　 に関する書類(書類番号4～9)の該当書類を番号順に綴ります。

　　　 3つ目の領域以上申請する場合も同様の方法で領域ごとに綴ります。

　　　　　　書類(書類番号4～9)を綴った後、役務提供等の書類(書類番号4～9)を綴ります。

　　③領域別に書類(書類番号4～9)の該当書類を綴った後に、共通する書類(書類番号10～22)を綴ります。

※共通する書類(書類番号1～3及び10～22)は複数領域申請の場合でも1部のみで結構です。
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　　　　　　　・役務提供等の領域で申請する場合…別表3に「役務」と記したｲﾝﾃﾞｯｸｽを貼付

ｲﾝﾃﾞｯｸｽの貼付方法

　●全者共通

　　　　委任状(書類番号10)または、印鑑証明書(書類番号11)に「共通」と記したｲﾝﾃﾞｯｸｽを貼付してください。　　

　●複数領域で申請する場合
　　　　申請する領域の別表に領域名のｲﾝﾃﾞｯｸｽを貼付してください。
　　　　　例)・建設工事の領域で申請する場合…別表1に「工事」と記したｲﾝﾃﾞｯｸｽを貼付
　　　　　　　・測量･建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等の領域で申請する場合…別表2に「ｺﾝｻﾙ」と記したｲﾝﾃﾞｯｸｽを貼付

　　　　　　　・物品供給等の領域で申請する場合…別表4に「物品」と記したｲﾝﾃﾞｯｸｽを貼付

㈱
○
○
建
設

工
事申請書 物

品(貝塚様式1又は2)
共
通

㈱○○建設

②建設工事、役務提供等を申請する場合　

①物品供給等のみを申請する場合

　　総括表の書類番号1～5(許可等を要するものは「6」まで) を順に綴り、委任状(書類番号10)または、

    印鑑証明書(書類番号11)に「共通」のｲﾝﾃﾞｯｸｽを付けて、書類番号10以降の該当書類を番号順に綴ります。

　【ﾌｧｲﾘﾝｸﾞ要領の例示】

　　総括表の書類番号1～3の次に建設工事「別表1(書類番号4)」に「工事」のｲﾝﾃﾞｯｸｽを付け、書類番号4～9

　　の該当書類を綴ります。建設工事の書類の後に続けて、役務提供等「別表3(書類番号4)」に「役務」の

　　ｲﾝﾃﾞｯｸｽを付け、書類番号4～9までの該当書類を綴り、委任状(書類番号10)または、印鑑証明書(書類番号11)

　　に「共通」のｲﾝﾃﾞｯｸｽを付け、書類番号10以降の該当書類を番号順に綴ります。

申請する領域の別表1には「工事」、

別表2には「ｺﾝｻﾙ」、

別表3には「役務」、

別表4には「物品」のｲﾝﾃﾞｯｸｽをそれ

ぞれ貼付します。

※ひとつの領域のみ申請の場合は、

ｲﾝﾃﾞｯｸｽの貼付不要

紙ﾌｧｲﾙの表紙及び背表紙の下部に商号又は名

称を記入してください。

法人区分は略して標記してください。

例) 株式会社⇒（株）、有限会社⇒(有)

背表紙の上部は

必ず空白にして下さい。

※タイトル等の記入不要

全業者対象

委任状(書類番号10)または、印鑑証

明書(書類番号11)には、「共通」のｲﾝ

ﾃﾞｯｸｽを貼付します。
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工
事

管
工
事

コン
サル

役
務

物
品

工
事

コン
サル

役
務

物
品

1 提出書類確認表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 商号または名称(支店名等含む)を記入する。　※ｺﾞﾑ印可

入札参加資格審査申請書
　　　(上水道の管工事(市内)を除く)※使用印鑑押印

様式1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

入札参加資格審査申請書
　　　(上水道の管工事(市内)用)※使用印鑑押印

様式2 ○

3 【従業員等一覧表】 様式3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
会社履歴等を表内に記入すること。
従業員数は、支店（営業所）で登録する場合、本店と支店の両方
を記入すること。

入札参加資格審査申請書 【別表1】(建設工事) 別表1 ○ ○ ○

同　【別表2】　(測量･建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等) 別表2 ○ ○

同　【別表3】　(役務提供等) 別表3 ○ ○

同　【別表4】　(物品供給等) 別表4 ○ ○

5 実績調書・経歴書 様式４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
直近２年間に着手した業務を業種ごとに作成すること。※任意様式可
（工事・測量等は国土交通省統一様式（写）可）

建設業許可証明書（写） ○ ○ ○
建設業法に基づく大臣・知事の建設業許可証明書
※「建設業の許可についての通知書」は不可

許可・認可・登録証明書等（写） ○ △ △ ○ △ △
△は登録する業務に許認可等が必要な場合のみ提出。
営業に関し、法律で規定の登録・許認可等を証するもの。
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務の場合は登録・更新の各通知や直近の現況報告書可

7 指定給水装置工事事業者指定証（写） ○ 上水道の管工事(市内業者)で申請する場合のみ提出。

8 建設業許可申請時の営業所一覧表（写） △ △ △は、支店・営業所で申請する場合のみ提出。

9
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書
（写)※市内業者は2部用意し、1部はﾌｧｲﾙに綴らず
別に持参すること

○
2
部

○
2
部

○
1
部

業者登録の書類提出日時点で有効のもの
申請中の場合は、経営事項審査申請書の表紙（行政庁の受付印
押印済みのもの）（写）を添付すること。

10 委任状 ※指定様式 指定様式 △ △ △ △ △ △ △ △
△は、支店・営業所等で申請(受任者登録)する場合のみ必要。
委任期間は、令和7年4月1日～令和8年3月31日まで。
「共通」のｲﾝﾃﾞｯｸｽを付けること。

11 印鑑証明書（写） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
法人…法務局、個人…市町村長が発行するもの。
委任状を添付しない場合は、「共通」のｲﾝﾃﾞｯｸｽを付けること。

12 誓約書(暴力団排除条例関係) 様式8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 貝塚市暴力団排除条例に基づく　※誓約日の記入必須

13
法人登記の履歴事項全部証明書（写）
または誓約書（誓約書は個人事業主に限る）

様式５
(誓約書)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
(法人)…法人登記の履歴事項全部証明書
(個人)…代表者の誓約書　※誓約日の記入必須

14

財務諸表（法人の場合）（写）または
収支計算書・申告書（個人事業主の場合）
（写） ※個人のﾏｲﾅﾝﾊﾞｰの記載のあるものは、ﾏｲﾅ
ﾝﾊﾞｰを黒塗りにして提出してください。

○ ○ ○ ○

直近1年間の事業年度分を提出すること。
法人…【決算報告書】貸借対照表･損益計算書は必須
個人…【所得税の確定申告書(写)】及び【確定申告時に提出し
た決算書(収支内訳書)等の写し】

15
国税の納税証明書（写）
法人は「その３の３」
個人は「その３の２」

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

法人…本店にかかる法人税・消費税及地方消費税
個人…申告所得税及復興特別所得税・消費税及地方消費税
※電子納税証明書で提出の場合、PDF形式のみ可とする。
　　(XML形式は提出不可)

16 市税に未納がない証明書（写し可） ○ ○ ○ ○ ○
令和６年11月納期分までの証明書を提出。
（課税課諸税担当で令和７年１月14日(火)以降に発行）

17 従業員名簿 様式6 ○ ○ ○
名簿に記載のない者は代理人として現説･入札に入ることができ
ません。※貝塚市内の支店・営業所で申請する場合は、支店・営
業所に所属する従業員について記入すること。

18 技術職員名簿（経審申請時のもの）（写） ○ ○ 経営事項審査申請時に提出したものの写し。

19 雇用証明書及び技術者資格・免許等（写） ○ ○ ○
雇用関係を証する公的機関の証明書、技術者の法令による資
格・免許等

20 建退共組合加入・履行証明書（写） ○ ○

建退共大阪府支部で証明を受けたもの（従業員の有無に関係なく必
要）。証明書が出ないかたは、加入者証の写しと理由書（任意様式）を
提出のこと。業者登録の申請日より1年以内に証明されたものを提出
すること。

21 事務所・店舗・倉庫等の所在地位置図 ○ ○ ○ ○ 住宅地図等の写し（Ａ４）に赤色で表示すること。

22 事務所・店舗・倉庫等の写真 様式7 ○ ○ ○ ○
事務所等の全景・内部、倉庫資材置場の全景写真(ｶﾗｰ写真で6ヵ
月以内に撮影したもの)。所有形態、面積等を記入すること。

受付票 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ﾌｧｲﾙに綴らず、提出。商号または名称(支店名等含む)を記入し、継続
申請業者においては登録業者番号・受付番号も記入すること。

返信用封筒 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
市内業者は封筒と切手を記入・貼付せずに持参又は郵送。
市外業者は、宛先記入･切手貼付して郵送。

　※△印は該当する場合のみ必要です。表中の右端の説明･注意事項欄を参照してください。

【新規申請用　提出書類総括表】　※下記の表を参考に提出書類を揃えてください。

　※黄色着色部分は共通･重複する書類のため、複数領域を申請する場合であっても提出は1部のみで結構です。

　※「2部」提出のものについては、1部は綴らず提出してください。また受付票も綴らず提出してください。

　※(写)または(写し可)となっているもの以外は、すべて原本が必要です。

綴
ら
ず
提
出

注）提出書類の作成及びﾌｧｲﾘﾝｸﾞ要領については、「書類作成要領」をご覧ください。

書
類
番
号

提出書類名 様式№

申請領域(略称)★

説明・注意事項
市内 市外

2
実印（法務局または市町村長が証明する印鑑）を押印すること。
また使用印は、社印ではなく、役職または個人が特定できる印と
し、朱肉を使って押印すること。

4

≪ｲﾝﾃﾞｯｸｽ≫
複数領域で申請する場合は、別表1には「工事」、別表2には「ｺﾝｻ
ﾙ」、別表3には「役務」、別表4には「物品」のｲﾝﾃﾞｯｸｽを付けるこ
と。

6

≪★略称説明≫

工事……建設工事

管工事(市内)…上水道管工事

ｺﾝｻﾙ……測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等

役務……役務提供等

物品……物品供給等
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この表は、すでにいずれかの領域で登録済みで、新たに領域を追加する場合に必要な添付書類を記載しています。
(例)現在、「建設工事」を登録しているが、次年度より、「役務提供等」を追加したい等
※すでに登録している領域に一部業種を追加する場合の添付書類等は、「令和7年度（追加年度用）入札参加資格審査申請書【追加・抹消届】」

工
事

管工
事

コン
サル

役
務

物
品

工
事

コン
サル

役
務

物
品

令和7年度(追加年度用)入札参加
資格審査申請書【追加･抹消届】

様式1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

入札参加資格審査申請書
※上水道の管工事(市内)用

様式2 ○

入札参加資格審査申請書 [別表1]
　　 (建設工事)

別表1 ○ ○ ○
申請業種は、建設業許可を受けており、かつ経営規模等
評価結果通知･総合評定値通知書の総合評定値(P)点が
ある業種に限る。

同　[別表2]
　　 (測量･建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等)

別表2 ○ ○

同　[別表3] (役務提供等) 別表3 ○ ○
小分類の内容については、具体的な業務内容等を記入す
ること。

同　[別表4] (物品供給等) 別表4 ○ ○
取扱っている品目については、具体的な品名等を記入す
ること。

3
許可･認可･登録証明書等(写)
※　★印 許認可証を添付すること。

○ ○ ○ △ △ ○ ○ △ △

①建設工事･･･建設業法に基づく大臣･知事の建設業許
可証明書 　※詳細は、手引き2ﾍﾟｰｼﾞをご覧ください。
②測量･ｺﾝｻﾙ･･･営業に関し、法律で規定の登録等を証
するもの。またはｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務の登録･更新の各通知や
現況届等
③役務提供･物品供給･･･営業に関し、法律で規定の許認
可等を証するもの。
※△は登録する業務に許認可等が必要な場合のみ提出。

4 指定給水装置工事事業者指定証(写) ○ 上水道の管工事(市内業者)で申請する場合のみ提出。

5 建設業許可申請書の営業所一覧表(写) (○) (○) 支店･営業所等で申請する場合のみ提出。

6

経営規模等評価結果通知書・総合
評定値通知書(写)
※市内業者は2部用意し、1部はﾌｧｲﾙ
に綴らずに提出すること。

○
2部

○
2部

○

申請日時点で有効期間のある最新のもの、かつ希望業種
の総合評定値（P点）を受けていること。
申請中の場合は、経営事項審査申請書の表紙（行政庁の
受付印押印済みのもの）と希望業種が申請中であること
がわかるもの(写し)を添付すること。

工事経歴書又は測量等実績調書
(国土交通省統一様式(写)又は任意様
式)

○ ○ ○ ○ ○
直近2年間に施工･着手した工事･業務を業種･種目ごとに
作成すること。実績がない場合は、「実績なし」と記入し、
作成すること。

役務提供等実績調書 様式3 ○ ○
直近2年間の業務実績を種目ごとに記入すること。実績が
ない場合は、「実績なし」と記入し、作成すること。

物品供給等実績調書 様式4 ○ ○
直近2年間の物品取引経歴を記入すること。実績がない
場合は、「実績なし」と記入し、作成すること。

8 従業員名簿 様式7 ○ ○ ○

名簿に記載のない者は、代理人として現説･入札に入るこ
とができません。
※貝塚市内の支店･営業所等で申請する場合は、支店･
営業所等に所属する従業員について記入すること。

9 技術職員名簿(経審申請時のもの)(写) ○ ○ 経営事項審査申請時に提出したものの写し。

10 雇用証明書及び技術者資格･免許等(写) ○ ○ ○
雇用関係を証する公的機関の証明書、技術者の法令によ
る資格･免許等

11 建退共組合加入･履行証明書(写) ○ ○
建退共大阪府支部で証明を受けたもの(従業員の有無に関係な
く必要)。※証明書が出ないかたは、加入者証の写しと理由書(任
意様式)を提出のこと。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
商号又は名称(支店名等含む)、登録業者番号を記入する
こと。

△ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○
宛先記入･切手貼付のこと。 ※△は市内業者で郵送申請
する場合に提出。

※黄色着色部分は共通･重複する書類のため、複数領域を申請する場合であっても提出は１部のみで結構です。

※(　)付きの書類は、本店(本社)ではなく、支店･営業所等で申請する場合(受任者を登録する場合)のみ必要です。

※「2部」提出のものについては、市内業者のみ提出してください。
※(写)又は(写し可)となっているもの以外は、すべて原本が必要です。
※△印は、該当する場合のみ必要です。右端の説明･注意事項欄を参照してください。

実印を押印すること。また、担当者名の記入をすること。
入札要項 4.資格要件 2)～5)の注意書きを確認すること。

※ア.領域追加、イ.業種追加、ウ.業種抹消、エ.希望順位変更(物品)のかたは、「令和7年度(追加年度用)
入札参加資格審査申請書【追加･抹消届】」にてご提出ください。

説明･注意事項貝塚様
式No.

市　内 市　外

の添付書類欄をご覧ください。

【領域追加用　提出書類総括表】

＜提出要領＞領域ごとに○又は△印のついた提出すべき書類を書類番号順(1～11)に並べ、穴あけ(A4長辺方向・左2穴)し、ｸﾘｯﾌﾟで留めて

分
類

書
類
番
号

書類名

申請領域(略称)★

提出してください。※紙ﾌｧｲﾙ不要

事
業
所
実
態
ほ
か

受付票

返信用封筒

申
請
書

1

2

許
認
可

経
歴

7
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ｺｰﾄﾞ
許認
可等

小分類 許認可等の例示

10 建物総合管理 １０９９ ★ 注1)
下記1111、1115、1117及び9201のｺｰﾄﾞすべて
の許認可が必要

１１１１ (★) 建築物清掃業(内外装全般)
1.建築物清掃業登録証明書 または、
8. 建築物環境衛生総合管理業登録証明書
 ◆医療関連ｻｰﾋﾞｽﾏｰｸ認定証書(院内清掃業務)

１１１２ (★) 建築物空気環境測定業
2.建築物空気環境測定業登録証明書 または、
8.建築物環境衛生総合管理業登録証明書

１１１３ (★) 建築物空気調和用ﾀﾞｸﾄ清掃業 3.建築物空気調和用ﾀﾞｸﾄ清掃業登録証明書

１１１４ (★) 建築物飲料水水質検査業 4.建築物飲料水水質検査業登録証明書

１１１５ (★) 貯水槽清掃業(上水配管清掃含む) 5.建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書

１１１６ (★) 排水管等の清掃業 6.建築物排水管清掃業登録証明書

１１１７ (★) ねずみ･昆虫等防除業 7.建築物ねずみ昆虫等防除業登録証明書

１１１８ (★) 建築物環境衛生総合管理業 8.建築物環境衛生総合管理業登録証明書

１１９９ (★) その他(申請書に具体内容を記入)

１２０１ 消防･防火設備

１２０２ 自動ﾄﾞｱ設備

１２０３ ★ 電気設備等(受変電設備、自家用電気工作物含む) 各種電気主任技術者免状(個人)

１２０４ 昇降機(ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ)設備

１２０５ ﾘﾌﾄ(ﾀﾞﾑｳｪｰﾀｰ)設備

１２０６ 空調設備(冷凍機等含む)

１２０７ ★ 浄化槽(汚水)設備
浄化槽清掃業許可証
浄化槽保守点検業登録証

１２０９ 浄化(ろ過)設備

１２１０ 電話設備

１２１１ 通信設備

１２１２ 樹木･庭園管理、伐採･除草

１２１３ 火葬炉設備

１２１４ 駐車場設備(立体とも)

１２１５ 天体観測ﾄﾞｰﾑ･望遠鏡設備

１２１６ ﾎﾞｲﾗｰ設備

１２１７ ﾎﾟﾝﾌﾟ設備

１２２０ 電動ｼｬｯﾀｰ設備

１２２１ ｴﾝｼﾞﾝ(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ，ｶﾞｿﾘﾝ等)設備

１２２２ ★ 医療用ｶﾞｽ供給設備
医療機器修理業許可証、
◆医療関連ｻｰﾋﾞｽﾏｰｸ認定証書
　(装置･機器の保守点検業務)

１２２３ 非常用発電設備

１２２４ 舞台設備(吊り物･照明･舞台機構等)

１２２６ 音響設備

１２２７ 浴場設備

１２３１ 噴水･滝･砂場など公園施設

１２３２ 路面清掃(市道等)

１２９９ その他(申請書に具体内容を記入)

役務提供等の申請業種ｺｰﾄﾞ表

大分類 中分類

1
建物･施設の管
理･清掃･保守
日常運営管理

11 建物や施設の
清掃

１２ 施設･設備の保
守点検

「大分類１」は、次ページへ続く
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令和3年10月更新

ｺｰﾄﾞ
許認
可等

小分類 許認可等の例示

役務提供等の申請業種ｺｰﾄﾞ表

大分類 中分類

１３０１ ★ 下水(排水)処理施設、ﾎﾟﾝﾌﾟ場など運営管理 下水道処理施設維持管理業者登録通知･更新
通知

１３０２ 上水(浄水)施設運営管理

１３０５ 保育所･託児所運営管理

１３０６ し尿処理施設運営管理

１３０７ ｽﾎﾟｰﾂ施設運営管理(市民ﾌﾟｰﾙ、体育館など)

１３０８ 総合監視設備運営

１３０９ 物流監視ｼｽﾃﾑ運営

１３１１ ﾎｰﾙ･会館･舞台の運営管理

１３１２ 清掃施設運営管理

１３１４ 駐車場･駐輪場運営管理

１３１５ 火葬炉施設運営管理

１４ その他 １４０１
上記以外の施設･設備の保守管理･運営業務など
(申請書に具体内容を記入)

２１ 医療装置･機器
の保守点検

２１０１ ★ 医療装置･機器の保守点検
医療機器修理業許可証
◆医療関連ｻｰﾋﾞｽﾏｰｸ認定証書
　(装置･機器の保守点検業務)

２２０１ 防災行政無線等、通信機器

２２０２ 事務機器(印刷機･ｺﾋﾟｰ･FAX等)

２２０３ 視聴覚機器

２２０５ 体育機器、遊具等

２２０７ 環境計測機器(水質自動測定器など)

２２１２ 給茶機

２２１３ 製氷機

２２９９ その他(申請書に具体内容を記入)

３１０１ ★ 大気･水質･土壌等の調査･測定業務

３１０２ ★ 騒音･振動等の調査･測定業務

３１９９ (★) その他(作業環境測定含む) 作業環境測定機関登録証

３２０１ ★
健康診断､予防接種、各種検診、休日急患診療
所運営などの医療ｻｰﾋﾞｽ

病院･診療所開設届、許可

３２０２ ★ 臨床検査･衛生検査

衛生検査所登録証明書(微生物学的検査、血
清学的検査、血液学的検査、寄生虫学的検
査、生化学的検査、病理学的検査)
◆医療関連ｻｰﾋﾞｽﾏｰｸ認定証書
　(衛生検査所業務)

３２９９ その他(申請書に具体内容を記入)

３３０１ 漏水調査･流量調査

３３０２ 排水管ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ調査、埋設物等探査など

３３０３ ★ 特殊建築物･施設･設備の法定検査

建築士事務所登録証明書
特定建築物調査員資格者証(個人)
防火設備検査員資格者証(個人)
昇降機等検査員資格者証(個人)
建築設備検査員資格者証(個人)

３３９９ その他(申請書に具体内容を記入)

３４ ﾓﾆﾀｰ調査
行政ｺﾝｻﾙ ３４０１

世論調査･動態調査･経済調査･市場調査･交通量
調査、及び行政ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

３５ その他調査
測定･検査

３５０１ その他調査、測定、検査など(文化財なども含む)

「大分類４」は、次ページへ続く

1
建物･施設の管
理･清掃･保守
や日常運営管
理

１３

建物･施設･設
備の運営(運
転)管理
注２)

(★)
注2)

２ 装置･機器類の
保守点検

２２ その他装置･機
器の保守点検

３ 調査･測定
検査・検診など

３１

環境調査･測
定、建築物の
衛生環境調査
など

計量証明事業登録証(濃度(大気/水及び土壌)・
特定濃度(大気/水及び土壌)※ﾀﾞｲｵｷｼﾝの場
合、音圧ﾚﾍﾞﾙ、振動加速度ﾚﾍﾞﾙ)
水質検査機関登録通知･更新通知

３２
診断、検診、
臨床･衛生検査
など

３３

漏水･流量調
査、埋設物調
査や建物法定
検査など
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ｺｰﾄﾞ
許認
可等

小分類 許認可等の例示

役務提供等の申請業種ｺｰﾄﾞ表

大分類 中分類

４１０１ 啓発冊子･ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、広報誌等の企画･印刷･製本

４１０２
道路･上下水･都市計画図面、その他電子図面含
む

４２ 写真等企画･製作 ４２０１ ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ･写真(航空写真含む)等企画･制作

４３ VTR･ﾃｰﾌﾟ･放送等 ４３０１ VTR･録音ﾃｰﾌﾟ･放送番組など企画･制作

４４ 宣伝･広報･配布等 ４４０１ 宣伝･広報･配布(ﾎﾟｽﾃｨﾝｸﾞ)、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成等

４５ 展示物等製作 ４５０１ (★) 展示物･ﾊﾟﾈﾙ等製作 屋外広告業登録

４６ 速記･翻訳･通訳など ４６０１ 速記･翻訳･通訳(立会･記録･資料作成など含む)

４７ その他 ４７０１ その他(申請書に具体内容を記入)

５１ 機器ﾘｰｽと保守 ５１０１ ﾊｰﾄﾞ機器(ﾊﾟｿｺﾝ含む)ﾘｰｽ･保守

５２ ｿﾌﾄやｼｽﾃﾑ開発･保守 ５２０１ 各種ｿﾌﾄやｼｽﾃﾑの開発と保守

５３ 電算処理･入出力 ５３０１ 電算処理･ﾃﾞｰﾀ入出力

５４ 情報配信ｻｰﾋﾞｽ ５４０１ (★)
ﾃﾞｰﾀ送信、衛星通信、気象･防災、その他情報
配信ｻｰﾋﾞｽ、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

電気通信事業許可･登録･届出
予報業務許可書

５５ その他 ５５０１ その他(申請書に具体内容を記入)

６１ 講師･ｲﾝｽﾄﾗｸ
ﾀｰ･ｶｳﾝｾﾗｰ

６１０１ (★)
講習会講師･ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ･ｶｳﾝｾﾗｰ等派遣(一部企画
等含む)

６２ 工事監査
技術指導

６２０１ 工事監査･技術指導･調査業務

６３ 医事関連業務代
行 ６３０１ (★) 医事関連業務代行

６４ ﾒｰﾀｰ検針
料金収納 ６４０１ 上下水道ﾒｰﾀｰ検針･取替、及び料金収納業務など

６５０１ (★)
受付･一般事務、その他(申請書に具体内容を記
入)

６５０２ (★) ｺｰﾙｾﾝﾀｰ業務代行

６６ 葬儀業務代行 ６６０１ 葬儀業務代行

７１０１ ★ 貨物自動車運送(引越し含む) 一般･特定貨物自動車運送事業許可書

７１０２ ★ 航空貨物･船舶貨物･旅客運送 航空機使用事業許可、航空運送事業許可

７１０４ ★ 貸切旅客自動車運送、旅客自動車運送 一般(乗合･貸切･乗用)・特定旅客自動車運送
事業許可書

７１０５ (★) 自家用車両運転代行(運行管理)
運転手派遣のみの場合、一般･特定労働者派
遣事業許可証

７２ その他 ７２０１ その他(申請書に具体内容を記入)

８１０１ ★ 産業廃棄物の収集運搬 産業廃棄物収集運搬業許可証

８１０２ ★ 産業廃棄物の処分 産業廃棄物処分業許可証

８２０１ ★ 特別管理産業廃棄物の収集運搬 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証

８２０２ ★ 特別管理産業廃棄物の処分 特別管理産業廃棄物処分業許可証

８３０１ (★)
一般廃棄物(ﾘｻｲｸﾙ品含む)の収集運搬･処理、及
び買い受け等

一般廃棄物収集運搬業許可証
一般廃棄物処分業許可証

８３０２ (★) 放置車両･ﾊﾞｲｸ･自転車などの運搬、処分など

８４ その他 ８４０１ その他(申請書に具体内容を記入)

９１ 機械警備業務 ９１０１ ★ 機械警備業務 機械警備業務開始届出書

９２ 人的警備業務 ９２０１ ★ 人的警備業務 警備業法の認定証

「大分類10」は、次ページへ続く

４

印刷物の企画･
印刷･製本
写真制作
VTR･録音ﾃｰ
ﾌﾟ･放送番組企
画･制作
宣伝･広報物の
企画･制作

４１
冊子･地図･図
面等の企画･印
刷製本

５

情報産業関係
OA機器ｿﾌﾄ･ｼｽ
ﾃﾑ･電算処理
情報配信ｻｰﾋﾞ
ｽ

６
各種の業務代
行
人材派遣

【6101、6301、6501、6502について】
労働者派遣事業許可証
※経過措置として一般、特定の区分けし
た許可証あり
有料職業紹介事業許可証

６５ その他業務代
行等

７ 運送･配送
及び運転代行

７１ 運搬･運送･集
配業務

８
廃棄物の
収集・運搬･処
分

８１ 産業廃棄物

８２ 特別管理産業廃棄物

８３ 一般廃棄物･ﾘｻ
ｲｸﾙ

９ 警備
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令和3年10月更新

ｺｰﾄﾞ
許認
可等

小分類 許認可等の例示

役務提供等の申請業種ｺｰﾄﾞ表

大分類 中分類

１０１０１ (★) 自動車賃貸 自家用自動車有償貸渡し許可書
古物商許可証

１０１０２ ★ 医療用具･機器賃貸

１０１０３ ★ 福祉機器賃貸

１０１０４ ★ 寝具･病衣･白衣、ｶｰﾃﾝ等賃貸

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ所検査確認済証
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ所開設届出書
◆医療関連ｻｰﾋﾞｽﾏｰｸ認定証書
　(寝具類洗濯業務)

１０１０５ 事務機器賃貸(OA機器は５１０１)

１０１０６ 仮設建物(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ等)賃貸

１０１０７ ｲﾍﾞﾝﾄ用品賃貸

１０１０８ 自動販売機賃貸

１０１０９ 植木･鉢植え賃貸

１０１９９ その他(申請書に具体内容を記入)

１０２ ｲﾍﾞﾝﾄ運営関連業務 １０２０１ 機器準備、運営、芸能人派遣など含む

１０３ ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ １０３０１ ★ 洗濯･乾燥業務(ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ)

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ所検査確認済証
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ所開設届出書
◆医療関連ｻｰﾋﾞｽﾏｰｸ認定証書
　(寝具類洗濯業務)

１０４ 旅行取扱業 １０４０１ (★) 旅行取扱い業務 旅行業・旅行業者代理業登録

１０５ 給食業務 １０５０１ ★ 調理･給食業務
食品営業許可証(飲食店営業)
◆医療関連ｻｰﾋﾞｽﾏｰｸ認定証書
　(患者等給食業務)

12 ｴﾈﾙｷﾞｰ供給 １２１ ｴﾈﾙｷﾞｰ供給 １２１０１ ★ 電気･ｶﾞｽ等の供給
電気事業法の登録･届出
ｶﾞｽ事業法の登録･届出

11 その他 １１０ 全項目に該当なし １１００１ (★) その他(申請書に具体内容を記入)

 ※許認可等の欄に★印の記載があるものは、業務に関する許認可等を受けていることが必要です。また、発注段階において

   も各種許認可等を求める場合があります。表中「許認可等の例示」欄を参照し、許認可等の内容を証する書類の写しを

　 提出してください。★印に( )のついている業務について、登録する業務内容が許認可等を必要としない業務の場合は

　 証明書等の提出は不要です。なお、★印のついていないものでも、許認可等を必要とする業務の場合は、許認可等の

　 内容を証する書類の写しを提出してください。

 ※業務に関する技術者の個人資格が必要なものについては、「申請書別表1、2、3、4」に資格種類と人数を

   記入してください。　　　例)電気工事士、消防設備士、浄化槽管理士、施工管理技士、情報処理技術者等

注1)建物総合管理(ｺｰﾄﾞ1099)の申請は、清掃業務(ｺｰﾄﾞ1111、1115、1117のすべて)、及び人的警備業務(ｺｰﾄﾞ9201)に

　　関する許認可を受けているかたに限ります。なお、建物総合管理を申請されたかたは、ｺｰﾄﾞ1099のほか、希望する

　　業務を5つまで選択することができます(計6つまで)。

注2)建物･施設･設備の運営管理については、発注段階で許認可･技術者の個人資格を求める場合があります。

高度医療機器等販売業･賃貸業許可証
◆ｼﾙﾊﾞｰﾏｰｸ認定証

<許認可等に関する注意事項>

10

賃貸
ｲﾍﾞﾝﾄ
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
旅行取扱い
給食

１０１ 賃貸業務
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測量業大臣登録

不動産鑑定士登録

地質調査業大臣登録

河川、砂防及び海岸･海洋 都市計画及び地方計画 土地調査

港湾及び空港 土地評価

物件

鋼構造及びｺﾝｸﾘｰﾄ 機械工作物

営業補償・特殊補償

上水道及び工業用水道 施工計画、施工設備及び積算

補償関連

総合補償

･ｺｰﾄﾞ11(測量、航空測量)･･･測量業登録通知･更新通知、測量業登録証明書

･ｺｰﾄﾞ21、22(建築設計･監理)･･･建築士事務所登録証明書

･ｺｰﾄﾞ40(地質調査)･･･地質調査業登録通知･更新通知(もしくは現況報告書に確認済印が押印されたもの)

･ｺｰﾄﾞ301～321(土木設計･監理)･･･建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ登録通知･更新通知(もしくは現況報告書に確認済印が押印されたもの)

･ｺｰﾄﾞ60(計量証明)･･･計量証明事業登録証 ･ｺｰﾄﾞ71(不動産鑑定業(士))･･･不動産鑑定士登録証

･ｺｰﾄﾞ72(土地家屋調査士)･･･土地家屋調査士登録証 ･ｺｰﾄﾞ73(司法書士)･･･司法書士登録証

※注 計量証明事業について

「測量･建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等(ｺｰﾄﾞ60)」及び「役務提供等(ｺｰﾄﾞ3101、3102等)」の2つの領域に申請できます。

建設工事の申請業種ｺｰﾄﾞ表
ｺｰﾄﾞ 業　種　別　分　類 ｺｰﾄﾞ 業　種　別　分　類

01 土木一式工事 16 ｶﾞﾗｽ工事

04 左官工事 19 内装仕上工事

05 とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 20 機械器具設置工事

02 建築一式工事 17 塗装工事

03 大工工事 18 防水工事

08 電気工事 23 造園工事

09 管工事 24 さく井工事

06 石工事 21 熱絶縁工事

07 屋根工事 22 電気通信工事

12 鉄筋工事 27 消防施設工事

13 舗装工事 28 清掃施設工事

10 ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ工事 25 建具工事

11 鋼構造物工事 26 水道施設工事

測量･建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等の申請業種ｺｰﾄﾞ表
測量業・建築士事務所・地質調査業・計量証明・不動産鑑定士・土地家屋調査士・司法書士

ｺｰﾄﾞ 業　種　別　分　類 ｺｰﾄﾞ 業　種　別　分　類

14 しゅんせつ工事 29 解体工事

15 板金工事

22
建築士事務所
※建設設備設計事務所含む(他府県知事登録)

72 土地家屋調査士登録

40 73 司法書士登録

11 60 計量証明事業登録　※注

21
建築士事務所
※建設設備設計事務所含む(大阪府知事登録) 71

301 312 51

302 313 地質 52

建設･補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

ｺｰﾄﾞ 業　種　別　分　類 ｺｰﾄﾞ 業　種　別　分　類 ｺｰﾄﾞ 業　種　別　分　類

305 鉄道 316 ﾄﾝﾈﾙ 55

306 317 56

303 電力土木 314 土質及び基礎 53

304 道路 315 54

58

309 森林土木 320 電気電子

事業損失

307 下水道 318 建設環境 57

310 水産土木 321 廃棄物

311 造園

308 農業土木 319 機械

＜添付書類＞

　建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務に付随する場合は「測量･建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等」に測定･調査･報告を中心とする業務の場合は、
「役務提供等」の領域に申請してください。
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ｺｰﾄﾞ

★医療機具・材料　関係 (★)看板・標識・旗　関係

★医薬品　関係 日用品・金物　関係

(★)化学・防疫薬品　関係 映画・写真・ﾚﾝﾄｹﾞﾝ　関係

理化学・測定機器　関係 印判　関係

楽器　関係 ｽﾎﾟｰﾂ用品・遊具　関係

計量器・時計　関係

印刷(一般・電算)　関係 (★)食料品　関係

機械・工具・農機具　関係 図書・地図　関係

ｺﾞﾑ・皮革製品　関係 (★)自動車等・修理関係

教材　関係 記念品・贈答品　関係

事務用品・ﾊﾟｿｺﾝ　関係 室内装飾・家具等(修理含む)関係

ﾕﾆﾌｫｰﾑ・繊維製品　関係 介護用品　関係

寝具　関係 水道　関係

給食用品・厨房　関係 (★)防災用品・消火器　関係

(★)電気製品・設備機器　関係 その他 (具体的に記入)

建設・建築材料　関係

管理医療機器販売業･貸与業届出済証、高度管理医療機器等販売業･貸与業許可証、

医療機器製造業登録証･(第一種、第二種、第三種)医療機器製造販売業許可証、

輸入販売の場合：製造業登録証･製造販売業の許可証･外国製造業の登録証

医薬品･医薬部外品･化粧品の製造業･製造販売業･販売業許可証、毒物劇物販売業登録票、

麻薬取扱者免許証、高圧ｶﾞｽ販売事業届書

毒物劇物販売業登録票、火薬類販売営業許可書

揮発油販売業登録通知書、石油製品販売業届出書、危険物製造所･貯蔵所･取扱所設置許可、

液化石油ｶﾞｽ販売事業登録証、高圧ｶﾞｽ製造許可(第一種製造者)･届出(第二種製造者)、

高圧ｶﾞｽ販売事業届、電気事業法の登録･届出、ｶﾞｽ事業法の登録･届出

各種電気主任技術者免状(個人)

屋外広告業登録　　※広告物の企画や製作のみの場合は、その旨を「取扱っている品目」欄に記入

食品衛生法(32業種)の営業許可証

自動車分解整備事業認定書、指定自動車整備事業指定書

消防設備業届出(消防署に提出済のもの)、消防設備士免状

1 17

2 18

3 19

物品供給等の申請業種ｺｰﾄﾞ表

※許認可欄に★のあるものは、登録する業務に必要な許認可証明書(写)(一覧表下記に記載)を添付してください。

★印に( )のついている業務について、登録する業務内容が許認可等を必要としない場合は証明書等の提出
は不要です。

ｺｰﾄﾞ 業　　種　　別　　分　　類 業　　種　　別　　分　　類

7 23

8 24

9 25

4 20

5 21

6 22★石油・燃料・ｴﾈﾙｷﾞｰ関係 (電気･ｶﾞｽ含む)

13 29

14 30

15 31

10 26

11 27

12 28

30

3

6

15

17

23

25

16

ｺｰﾄﾞ 【必要な許認可等の例示】　許可証または登録の内容及び証明書･通知等の種類

1

2
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№ Ｑ Ａ

1 今回の入札参加資格の有効期限はいつまでですか。 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの1年間です。

2
貝塚市の水道事業、下水道事業及び病院事業につい
ては、別に登録(申請)は必要ですか。

貝塚市へ申請・登録を行うことで、水道事業、下水道事業及び
病院事業への登録も受付したものとして扱いますので、別申請
は不要です。

3 申請する領域に制限はありますか。
制限はありませんが、法令等の規定により、官公庁の許認可等
が必要な業務（領域）については、許認可等を得ていることが
条件となります。

4 登録できる業種や営業種目の数に上限はありますか。
役務は業種(ｺｰﾄﾞ)を6つまで、物品は希望順位に従って種目を
3つまで登録することが可能です。建設工事、測量・建設ｺﾝｻﾙ
ﾀﾝﾄ等についての上限設定はありません。

5 役務提供等には、希望順位はありますか。
役務提供等には、希望順位はありませんので、申請される業務
（小分類の中から6業務まで）を記入してください。

6 登録業者番号、受付番号とはどの番号ですか。

継続申請のかたは、登録業者番号91････または92････から始ま
る番号を、受付番号1･････(建設工事)、2･････(ｺﾝｻﾙ)、3･････
(役務)、4･････(物品)から始まる番号を記入してください。(令和
6・7年度の入札参加資格審査申請時の受付票または契約検査
課のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内の登録業者名簿(登録業者番号のみ)で確認
できます)。なお、新規申請の場合は、申請受付後、受付票に
登録業者番号･受付番号を記入して返送しますので、今回は空
欄のまま提出してください。

7

住所に関して、登記簿上の住所と営業上の事務所所在
地が相違する場合、どのように記入すればよいですか。
また、登録する住所地に応じた市内外の地域判定はどう
なりますか。

2つの住所の違いが解りやすいよう、申請書の住所欄に「登記
上住所」と「実際の住所」を併記してください。（申請書以外の書
類も同様に記入してください。）また、許認可や登録が必要な業
種については、許認可・登録上の住所を優先します。その他に
ついては実際の住所で登録します。
(この場合、市内外の地域判定も、登録する住所地で行うことに
なりますので、ご注意ください。)

8
支店・営業所（受任者）で登録する場合、誓約書などへ
は、支店・営業所名称、住所、押印する印鑑は受任者印
でよいですか。

受任者はあくまでも登録後の入札・契約上の受任者と位置づけ
るため、申請時はすべて本社・本店の名称、住所、代表者名、
代表者印(実印)で記入、押印してください。

9

(市内業者)郵送の場合、令和7年1月24日の消印は有効
ですか。
(市外業者)郵送の場合、令和7年1月10日の消印は有効
ですか。
また、再提出書類についても令和7年2月20日の消印は
有効ですか。

いずれの場合も、消印有効ではありません。必ず、期限必着で
提出してください。なお、再提出書類については、令和7年2月
20日(木)午後5時(必着)となっておりますので、ご注意ください。

10
返信用封筒（受付票を返信する際に使用）は、簡易書
留など配達の記録が残るものでないといけないですか。

返信用封筒については、特に指定はしていません。

11

「不備なし」で受付票が返ってきましたが、これで完了な
のでしょうか。別途通知はありますか。
令和7年度の入札参加資格者の確認はどのように行え
ばよいですか。

審査後、受付票にて「不備なし」で返却された方や不備･不足
書類が期限内に提出され特に問題のない場合は、令和7年4月
上旬頃、本市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（契約検査課）内で、入札参加資格者
を登録業者名簿への登載をもって受付完了とさせて頂きます。
なお、受付票以外の完了通知等の送付はおこなっておりませ
ん。

12
申請書類に記入間違い・記入漏れ等があった場合はど
うなりますか。

貝塚市で登録する事項（主に申請書の記入事項、それぞれの
領域の申請業務など）に記入漏れ等があれば、問合せさせて
いただきます。なお、その他の書類については、記入されてい
る内容が正しいものとして受付いたしますので、記入漏れ等が
ないように確認した上で、提出してください。
※修正箇所がある場合は、修正ﾃｰﾌﾟ等を使用せずに訂正印
(実印)を押印してください。

13
申請書類の不備や不足等があった場合、どうなります
か。

受付時に不備・不足と指摘されている場合（受付票または電
話・FAX等で不備等の内容をお知らせします）は、要項6に記載
のように、再（追加）提出の期限を令和7年2月20日(木)午後5時
必着としています。期限を過ぎますと申請自体が無効となります
ので、必ず期限までに再提出してください。

入札参加資格審査申請　Ｑ＆Ａ

1.全申請共通事項
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14
現在登録している会社情報(代表者･住所等)が変更に
なる場合、どのように申請すればよいですか。

令和6年度中に変更が生じる場合は、変更届(必要な書類を揃
えて提出)+継続申請の提出が必要となります。変更届の提出
がない場合、令和7年度からの変更扱いとなります。

16
以前に貝塚市で入札参加資格の登録を行っていたが、
現在登録を行っていない場合、新規業者となりますか。

申請が一度途切れてしまうと、過去に登録を行っていても新規
業者となります。また、登録業者番号･受付番号も新たに付番し
ます。

17
申請書（貝塚様式1、2）の登録業者番号、受付番号、申
請区分の記入はどのようにすればよいですか。

①申請区分は、登録する領域すべてについて新規または継続
に○印を付します。令和6年度に登録のないかたは、新規に○
印を付してください。令和6年度に登録があり、引き続き登録す
る場合は継続に、新たに追加する領域については新規に○印
を付してください。なお、今回申請しない領域には○印を付す
必要はありません。
②登録業者番号は、新規業者のかたは空白のまま提出してく
ださい。継続申請の場合は、91････または92････から始まる番
号を記入してください。
③受付番号は、新規の場合は、空白のまま提出してください。
申請区分で継続に○印を付した領域について、それぞれの受
付番号(1･････(建設工事)、2･････(ｺﾝｻﾙ)、3･････(役務)、
4･････(物品)で始まる番号)を記入してください。なお、新たに追
加申請する領域や継続申請しない領域については、空白とし
てください。

18
受付票の返信先は、行政書士等（代理人）でもよいです
か。また、申請書(貝塚様式1、2)の申請に関する問合せ
先も代理人でもよいですか。

行政書士等のかたでも構いません。

19
法人の代表者や受任者で登録する場合、使用印として
登録する印鑑は個人印でもよいですか。

通常は会社名及び役職名が特定できる二重丸型の印鑑を使
用印として登録している場合が多く、この印章での登録をすす
めます。しかし、これにより難い場合は、個人名印(朱肉を使用
する認印)でも可としています。

20
本社で登録する場合、使用印として登録する印鑑は実
印でもよいですか。

受任者登録をされない場合は、実印でも構いません。

21

支店で登録する場合、常勤従業員数は支店のみの人
数を記入すればよいですか。また、「常勤従業員数」や
「技術者の内、有資格者数」に記入する人数は本社また
は支社のどちらを記入すればよいですか。

本社と支社の両方の人数を記入してください。
なお、本店の職員が支店でも勤務することがある場合は、人数
を重複して記入して頂いても構いません。

22 常勤従業員数には法人の役員を含みますか。
法人にあっては常勤役員、個人にあってはその事業主を含ん
だ人数を記入してください。

23
申請業務に関する実績がまだない場合は、なし(または
0)で記入してよいですか。また、決算額もない場合は0で
記入してもよいですか。

実績等が記入できない場合は、理由を付記していただき、記入
できない実情であればやむを得ないと判断します。(ただし、過
去2年の実績確認を条件に、入札保証金や契約保証金の免除
規定があり、その対象とされない可能性があります。)

24
決算時期が来ていないため、直近1年分の実績額しか
ない場合、1年分でもよいですか。

1年分しか記入できない場合は、理由を付記していただき、や
むを得ない事情の場合は、1年分のみの記入で構いません。
(ただし、過去2年の実績確認を条件に、入札保証金や契約保
証金の免除規定があり、その対象とされない可能性がありま
す。)

25
事業の直近1～2年の決算額が、部門や業務ごとで分か
れていない場合、合算で記入してもよいですか。

　｝中ｶｯｺなどを用いて合算表示していることを示し、合算額を
記入してください。

●各領域の別表(別表1、2、3、4)

●申請書(貝塚様式1、2)

申請書等には、申請日時点での会社情報を記入してください。
4月1日以降、変更届と変更に伴う必要な書類(登記簿謄本、印
鑑証明書等)が揃った時点で速やかに提出してください。変更
届の提出をもって、会社情報の変更手続きを行います。変更届
は「令和7年度用変更届」の書式でご提出ください。
令和7年3月31日以前(令和6年度分）の変更については、「令
和6年度用変更届」をご提出ください。両年度変更となる場合
は、両年度分(年度ごと)の変更届が必要です。

令和7年4月1日より、会社情報（代表者・住所等）が変更
になる予定です。その場合、どのように申請すればよい
ですか。

15
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26 証明書類の有効期限はどのように取り扱われますか。
申請日時点で有効期間のある最新のもの。ただし、有効期間
が明示されたものについては、その期間が有効となります。

27
現在、許認可等の更新手続き中で受付期間中に、更新
後の許認可等を提出できません。どうすればよいです
か。

受付時に、申請書の表紙（行政庁の受付印押印済みのもの）と
希望業種が申請中であることがわかるもの(写し)を添付してくだ
さい。

28
経歴書に記入すべき実績の対象期間は何年程度です
か。また、その期間中の経歴をすべて記入しないといけ
ませんか。

すべての領域について、直近2年分を記入してください。記入
する優先順位は、官公庁や公的団体の実績、次に民間の実績
額の多いものを主なものとして記入してください。

29
自社(任意)様式で作成した委任状を使用してもよいです
か。

指定様式としている委任状に記載の内容をすべて満たしている
場合に限り、自社(任意)様式でも可とします。押印には必ず朱
肉を使用してください。※印鑑のｺﾋﾟｰ不可

30
国税の納税証明書に関して、一部納期がまだ来ていな
い旨の書き込みがある証明書は認められますか。

申請日時点では未納ではないため、受付可となります。

31
国税の納税証明書に関して、電子納税証明書は、XML
形式で提出してよいですか。

電子納税証明書での提出の場合、XML形式での提出は不可
です。
PDF形式のみ可とします。

32
貝塚市内の支店で登録する場合、本店支店を合わせた
従業員を記入しないといけませんか。

登録されている支店で常時雇用されている技術者および入札・
現説に参加する従業員を記入してください。

33
「建設業許可業種と専任技術者名」について、土木一式
と建築一式の専任技術者が同一の場合は、どのように
記入すればよいですか。

同じ欄の土木一式･建築一式に○印を付し、専任技術者名を
記入してください。土木一式、建築一式で記入する行を変える
必要はありません。

34 写真には撮影年月日の表示が必要ですか。
撮影年月日の表示は必須ではありませんが、表示が可能な場
合は撮影年月日を表示してください。

35
全景写真に看板等が入らない(または小さくて見えない)
場合は、どのようにすればよいですか。

全景写真と看板等のみの写真の2枚に分けて撮影し、貼付して
ください。表面の貼付ｽﾍﾟｰｽで足りない場合は、裏面に貼付し
てください。

36 倉庫資材置場がない場合はどうすればよいですか。
【倉庫資材置場など】の写真貼付欄に「なし」と記入してくださ
い。

№ Ｑ Ａ

37

個人（法人）で20年以上、建設業許可に基づく営業を
行っており、昨年に土木の許可を取得しました。土木の
許可を取得して2年以上経っていないが、土木の登録は
可能ですか。

この場合、土木以外の業種で建設業許可に基づく営業を2年
以上行っていることが条件です。土木で2年以上の経過が条件
ではありませんので、土木の経審を受けていれば登録は可能
です。

38

「申請日現在において、建設業許可に基づく営業を2年
以上行っていること」の要件判定について、個人から法
人成りで建設業許可が引き継がない期間がある場合
は、継続期間として受付可能ですか。

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の営業年数
欄で、2年以上の営業年数が確認できれば受付可能です。

39
建設工事の登録業種について、本店から支店・営業所
へ委任する場合は、支店・営業所での建設業許可も必
要ですか。

支店・営業所での建設業許可が必要です。許可の内容が確認
できる書類として、建設業許可申請時の「営業所一覧表」の写
しを添付してください。

●建設業許可

●各証明書、許認可等

●経歴書･実績調書等(貝塚様式4)

建設工事

●従業員名簿(貝塚様式６)

　

●委任状

●納税証明書

２.領域別
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40
建設業許可は受けていますが、経営事項審査を受けて
いない業種について申請・登録はできますか。

許可業種ごとに経営事項審査を受けていることが登録条件とな
るため、申請できません。

41
経営事項審査を申請中のため、受付期限までに総合評
定値通知書が間に合わない場合、受付可能ですか。

総合評定値通知書が間に合わない場合、受付時に経営事項
審査申請書の表紙（行政庁の受付印押印済みのもの）と希望
業種が申請中であることがわかるもの(写し)を添付して提出して
ください。

42
(市内業者)
建退共に現在、加入していません。申請時に建退共組
合加入・履行証明書は必ず必要ですか。

建退共制度の加入者であることを参加資格条件としているた
め、加入・履行証明書が必要です。ただし、証紙の購入実績
（履行）がない場合は証明書が出ないため、加入者証の写し、
理由書（履行証明書が提出できない理由）を提出してください。

43

(市内業者)
建退共加入が経審の申請の後になったため、経審の建
退共加入欄は未加入、現在は加入となり、相違してくる
が受付は可能ですか。

建退共制度の加入・履行証明書があれば結構です。また、証
紙の購入実績（履行）がない場合は証明書が出ないため、加入
者証の写し、理由書（履行証明書が提出できない理由）を提出
してください。

44
(市内業者)
経審の技術者名簿に載っていない従業員も、貝塚様式
6の従業員名簿に記入してもよいですか。

記入していただいても構いません。そのかたの雇用関係を証す
る証明書の写し（健康保険証等）、資格・免許等の写し（取得し
ている場合のみ）を提出してください。

45

(市内業者)
貝塚様式6「建設業許可業種と専任技術者名」は、建設
業の許可を取得しているすべての業種について記入す
るのですか。または、今回申請する業種のみでよいです
か。

本市に登録を希望する業種のみ（【別表1】建設工事の種類に
○を付した業種)記入してください。

46
複数業種の許可を持っているが、土木のみ登録したい。
その場合の工事経歴書は土木のみを提出すればよい
のですか。

経歴書は申請する業種のみで結構です。冊子などでまとめら
れているようであれば、土木以外の複数業種の経歴書も提出し
ていただいて構いませんが、その場合は、対象箇所がわかるよ
うに付箋等で示してください。

47
土木・建築工事を申請するが、建築工事については実
績がありません。実績がない業種についても、工事経歴
書は必要ですか。

工事実績がない業種については、「実績なし」（直近2年分）と
記入して、提出してください。

№ Ｑ Ａ

48

建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄや補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄなど、事業者の登録制
度はあっても、登録を義務付けしているわけではないた
め、業務を行うことが可能なものがあります。登録してい
なくても申請できるのではないですか。

本市が発注する公共業務については、登録規程に基づく資格
審査を受け、登録者名簿に登載された事業者を入札参加資格
登録の条件としており、申請受付は登録規程に基づく登録者で
なければならないことにしています。

49
建築設備設計事務所で登録を希望する場合は、どのよ
うに申請すればよいですか。

建築設備設計事務所で登録される場合は、「ｺｰﾄﾞ:21または22
建築士事務所」で申請してください。

50

測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等の計量証明事業登録と、役務提
供等の大気・水質・土壌や騒音・振動などの測定業務と
は、基本資格や業務内容が重複しているが、市として通
常発注はどのように使い分けていますか。

建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務に付随している場合は、「測量・建設ｺﾝｻﾙ
ﾀﾝﾄ等」の領域に申請し、空気環境測定や土壌汚染等の測定・
調査・報告を主業務としている場合は、「役務提供等」の領域に
申請してください。使い分けについては、発注課によって異なり
ますので、2つの領域両方の申請しておく方が、入札参加の機
会は広がると考えられます。

51
地質調査や建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄなど、登録に関する証明書
がない場合は、別の書類でも代用可能ですか。

国土交通省（地方整備局長）が発行する登録・更新の各通知、
または直近の現況報告書でも可能です。

●経営事項審査

●建退共

●従業員名簿(貝塚様式６)

●工事経歴書

測量･建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等
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52
役務提供等、物品供給等で申請業種ｺｰﾄﾞ表に該当項
目が見つからない場合はどのように申請したらよいです
か。

役務提供等は「ｺｰﾄﾞ：11001」、物品供給等は「ｺｰﾄﾞ：31」を選択
し、取扱う内容を申請書の記入欄にできる限り具体的にわかり
やすく記入してください。

53

役務提供等、物品供給等で許認可等が（★）となってい
るものは、必ず許認可等の写しの提出が必要ですか。
登録する業務について、許認可等を必要とする業務で
はないため、許認可等を取得していません。

登録する業務について、許認可等を必要とする業務の場合
は、許認可等の写しの提出が必要となります。ただし、許認可
等を必要としない業務については、提出は不要です。

54 小分類の内容は、どのように記入すればよいですか。

例えば、「6101:講習会講師･ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ･ｶｳﾝｾﾗｰ等派遣(一部
企画等含む)」を登録する場合、「講習会講師･ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ･ｶｳﾝ
ｾﾗｰ等派遣」と記入するのではなく、御社が取り扱っている業務
(外国語(英語･中国語)講師、ﾊﾟｿｺﾝ指導講師派遣等)を具体的
に記入してください。

55
役務提供等のｺｰﾄﾞはどの数字を記入すればよいです
か。

「役務提供等の申請業種ｺｰﾄﾞ表」の4桁または5桁で始まるｺｰﾄﾞ
番号を記入してください。

56
役務の具体的な業務が多く、記入しきれない場合は別
紙を添付してもよいですか。

別表3に「別紙のとおり」と記入の上、後に御社の様式を添付し
てください。

57
取り扱っている品目欄にはどのように記入すればよいで
すか。

例えば、「5 楽器関係」を登録する場合、「楽器」と記入するので
はなく、御社で取り扱っている楽器の種類（ﾋﾟｱﾉ、ｵﾙｶﾞﾝ等）の
具体的名称を記入してください。

58
物品の具体的な品目が多く、記入しきれない場合は別
紙を添付してもよいですか。

「別紙のとおり」と記入の上、後に御社の様式を添付してくださ
い。

59
主たる商品仕入れ先について、自社で製造等を行って
いる場合は、どのように記入すればよいですか。

「自社製」と記入してください。

60
実績調書への記入はどのような実績等を記入すればよ
いですか。

実績は、官公庁との契約を優先に記入し、次に公的団体、民
間の主な契約を記入してください。実績がない場合は、「実績
なし」と記入してください。

61
実績調書・経歴書と指定されているが、自社で作成して
いる様式で提出してもよいですか。

貝塚様式4の項目がすべて備わっていれば、様式4を実績調書
の表紙として使用し、「別紙のとおり」と記入の上、後に御社の
様式を添付してください。

62

役務提供等(物品供給等)で複数業務･業種を申請する
場合、業務･業種別にﾍﾟｰｼﾞを変えないといけませんか(2
業務･業種を申請する場合は、2枚実績調書が必要です
か。)

1枚で記入できる場合は、1枚で構いません。ただし、1枚で記
入しきれない場合は、複数枚提出してください。

63
申請業種ｺｰﾄﾞ欄の記入方法について、「件名（業務名
称）」が他の登録ｺｰﾄﾞと重複する場合は、一つの欄に複
数ｺｰﾄﾞを記入してよいですか。

はい、構いません。
同じ件名でｺｰﾄﾞ毎に入力する必要はありません。

64
法人で役務提供等、物品供給等を申請する場合の財務
諸表とは、どのような書類ですか。

直近1年間の貸借対照表、損益計算書を提出してください。

65
個人事業主の場合に提出する、収支計算書・申告書と
はどのようなものですか。

所得税の確定申告書(写)及び確定申告時に提出した決算書
(収支内訳書)等の写しを提出してください。

●財務諸表

役務提供等･物品供給等

●役務提供等(別表3)

●物品供給等(別表4)

●実績調書･経歴書(貝塚様式4)
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№ Ｑ Ａ

66
不備･不足等の書類を郵送する場合、受付票も同封しな
いといけないですか。

再提出の場合は不備･不足等の書類のみで構いません。ただ
し、受領確認が必要な場合は、受付票(写し可)または受領書
(任意様式)と返信用封筒(宛先記入、切手貼付済)を同封してく
ださい(持参する場合も同様ですが、持参の場合に限り返信用
封筒は不要です)。

67
不備･不足等の書類を提出する場合は、持参または郵
送どちらでもよいですか。郵送する場合、簡易書留等で
送付しないといけませんか。

市内・市外とも持参または郵送どちらでも構いません。ただし郵
送の場合、不達防止のため簡易書留等、記録の残る方法で送
付してください。(再提出期限までに書類の提出が確認できな
い場合は、申請が無効となる場合があります)。

№ Ｑ Ａ

68
登録時に許認可等を提出していますが、許認可等の内
容（住所、代表者等）に変更があった場合どうすればよ
いですか。

住所や代表者等に変更があり、許認可等の内容が変更になる
場合は、変更後の許認可等または変更手続き中であることがわ
かる書類（いずれも写し可）を提出してください。併せて、住所
等の変更届も提出してください。

69
登録業者番号は１つですが、複数の領域で登録申請し
ています。変更申請時の変更届等は登録資格の種類ご
とに提出する必要がありますか。

変更届は1枚で結構です。変更届の右上に「登録資格の種類」
とありますので、登録している業種すべてに○印を付してくださ
い。

70
実印、使用印鑑に変更がなくても「入札参加資格審査
申請書 変更届」は必要ですか。

印鑑に変更がない場合でも、届出内容に変更が生じた場合は
提出が必要です。詳しくは、本市契約検査課のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ内
「変更届に必要な添付書類一覧表」をご覧ください。

４.申請後に登録内容に変更が生じた場合

３.不備･不足があった場合
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※継続登録のかたは、登録業者番号をご記入ください。

※申請内容に○印を付してください。

〒

領域・業種追加・抹消申請

変更届　令和7年度分

(差出人)

所在地:

会社名:

〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号

貝塚市役所　総務部　契約検査課　御中

登録業者番号：　9

新規申請

関係書類在中
変更届　令和6年度分

(宛先)

宛名ｼｰﾄ ※申請書提出用

※発送する際に、差出人名を記入した下記の宛名ｼｰﾄを切り取り、封筒に貼付のうえご送付ください。
　　
※宛名ｼｰﾄを貼付できない場合は、下記と同内容を記入してください。

キリトリ線

キリトリ線

✂

✂
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●【市内･市外共通】不備(不足)書類の受付方法

「入札参加資格審査申請の手引き」に添付している宛名ｼｰﾄ(※不備･不足書類提出用)を

封筒等に貼付して送付してください。

契約検査課の窓口(新庁舎４階)にて受付けています。

その場で不備(不足)の確認をするか、日時を改めて再審査し、完了後ご回答させて頂きます。

回答方法は、電話連絡かFAXにておこないます。

不備・不足書類の提出方法

①郵送による提出方法

※この期限までにすべての書類がそろわない場合は、申請が無効となります。

   ①「郵送」 または、②「持参」のいずれかの方法で穴あけ(左2穴)のうえご提出ください。

②持参による提出方法

受付票は、２月１４日(金)までに返送することになっていますが、こちらからの電話等で不備･
不足の提出を依頼されているかたにつきましては、「不備なし」となった日以降に返送します
のでご了承ください。

◆受付票の返送について

再提出期限

令和７年２月２０日(木)　午後５時(必着)
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〒597-8585

所在地:

会社名:

　【宛 先】

【差出人】

　所在地:

　会社名:

　【差出人】

大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号

貝塚市役所　総務部　契約検査課　宛

　令和7年度（追加年度）
　入札参加資格審査申請 不備・不足書類 在中

登録業者番号：　9

①郵送による提出方法のかた

小

大

〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号

貝塚市役所　総務部　契約検査課　宛

【宛先】

※不備･不足書類提出用宛名ｼｰﾄ

※郵送する際に、差出人名を記入した下記の宛名ｼｰﾄを切り取り、封筒に貼付のうえご送付ください。
　封筒のｻｲｽﾞに合わせて「大」と「小」を適宜ご利用ください。
※ﾒｰﾙ便等で宛名ｼｰﾄを貼付できない場合は、下記と同内容を記入してください。

令和7年度（追加年度）
入札参加資格審査申請不備・不足書類　在中

登録業者番号：　9

キリトリ線

キリトリ線

✂✂

キリトリ線

キリトリ線

✂✂
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●令和7年３月31日以前に会社情報が変更となるかた。

●令和7年４月1日以降に会社情報が変更となるかた。

●令和７年３月31日以前及び令和７年４月1日以降、両年度の会社情報が変更となるかた。

　

　　※令和６年度中に変更が生じる場合は、上記のとおり変更届が必要となりますが、
　　変更届の提出がない場合は、令和７年度からの変更扱いとなりますので十分ご注意下さい。

 ※変更届のみをご提出される場合は、ﾌｧｲﾙは不要です。

宛名ｼｰﾄ の部分を選択

    令和　　　　　　　-　 年度用　変更届　在中

※変更届書類提出用

　してください。

登録業者番号 【 ９　　　　　　　　　】

(宛先)

〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号

貝塚市役所　総務部　契約検査課　宛

　　　が必要です。　※保管ﾌｧｲﾙが異なるため両年度分の書類が必要となります。
　　　　　　　

【変更届提出用】宛名シート

　⇒「令和７年度用変更届」を使用してご提出ください。

　⇒「令和６年度用変更届」及び「令和７年度用変更届」の提出書類(各1ｾｯﾄ)

入札参加審査申請期間における変更届の提出について

変更届提出の際の注意点

　⇒「令和６年度用変更届」を使用してご提出ください。

※必ずお読みください。

キリトリ線

キリトリ線

✂

✂
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